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会 議 録 

１ 会議名  

   平成 27 年度 第 2 回横島地域協議会 

２ 開催日時 

   平成 27 年 8 月 26 日（水） 午後 1 時 30 分～ 

３ 開催場所 

   玉名市横島町公民館 第 1 会議室  

４ 出席者 

   委 員：田本福廣委員、大野稔委員、中道健一委員、鎌田英伸委員、大柿貴宏委員、

青山正男委員、坂本信子委員、田中順子委員、沼垣堅基委員、渡辺子委

員、伊藤しげこ委員 

   事務局：松本市民生活課長、園田市民生活課係長、棚木主査、 

       板倉生涯学習課長、小山生涯学習課課長補佐、冨安主幹、中野保健予防課

長、吉田主事 

  欠席者 

   委 員：島村享吾委員、大﨑競子委員、髙田優子委員、池田千津子委員 

 

５ 会議の内容 

（１） 開会 

（２） 挨拶（会長） 

（３） 議題 

① 玉名市岱明中央公園、玉名市岱明B＆G海洋センター、玉名市横島体育館、

玉名市横島グラウンド、玉名市天水体育館、玉名市天水グラウンド及び玉

名市天水相撲場の指定管理者制度導入方針（案）について（諮問） 

② 玉名市横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」指定管理者制度導入方針

（案）について（諮問） 

③ その他 

（４） 閉会 

６ 議事の概略・協議結果 

（１） 指定管理者制度導入方針（案）について 

生涯学習課から説明。 

（２） 指定管理者制度導入方針（案）について 

保健予防課から説明。 

（３） その他 

７ 会議資料 



2 

 

（１） 会議次第 

８ 傍聴人の数 

   0 人 

９ 非公開の理由 

   － 

10 会議録の種類 

   要点記録 

11 発言の内容 

（事務局） 

ただいまから平成２７年度第２回横島地域協議会を開催します。本日１１名の出席をい

ただいており、委員の２分の１以上の出席をいただいておりますので、本日の会議が成立

していることをご報告いたします。つづきまして、中道会長よりご挨拶をお願いします。 

（会長） 

 

※ 挨拶記載省略 

 

（事務局） 

ありがとうございました。それでは議題に入ります。中道会長よろしくお願いします。 

（会長） 

議題に入ります前に、会議録署名委員を２名私の方から指名することになっております。

本日の会議録署名を伊藤委員と青山委員にお願いします。次に議題に入らせていただきま

す。議題１玉名市岱明中央公園、玉名市岱明 B＆G 海洋センター、玉名市横島体育館、玉

名市横島グラウンド、玉名市天水体育館、玉名市天水グラウンド及び玉名市天水相撲場指

定管理者制度導入方針（案）について（諮問）についての説明をお願いします。 

（生涯学習課） 

 

※ 議題１ 説明省略 

 

（会長） 

ありがとうございました。この議題は、諮問事項となっておりますので、皆様方のご意

見を答申という形で市長に対して提出するということになります。皆様方のご意見をお願

いします。 

（委員） 

 初歩的な質問で申し訳ありません。なぜこの指定管理者制度導入ということになったの

か。また、今までどこで管理されてたのか。 

（生涯学習課） 
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管理につきましては、玉名市の直営という形で生涯学習課の所管として管理をしており

ます。利用の貸し出しにつきましては、コミュニティ推進課の横島町公民館の方で運用を

しております。 

（委員） 

 今まで使用料はとられていたのでしょうか。 

（生涯学習課） 

はい。使用料につきましては、前回の地域協議会に諮問させていただいた改正案で今現

在は計画をしております。指定管理者制度を導入する経緯といたしましては、行財政のス

リム化、効率化といったところにおきまして、サービスの向上を含め専門の管理組織、団

体に対しまして管理をしていただくという形で計画を進めております。 

（生涯学習課） 

 補足ですが、今まで受付は公民館職員がいる平日は夕方まで、土日祝日につきましては、

平日の内に申し込まないと利用できませんでしたが、指定管理者制度を導入することによ

って、土日祝日についても受付が可能になりますのでサービスの向上になるのではと思っ

ております。 

（委員） 

 普通９時からですけど、横島の場合は特別で６時ということでお話がありましたけど、

そのとき管理者は現場にいらっしゃるのでしょうか。 

（生涯学習課） 

 管理者はいらっしゃいます。現在、昼間はコミュニティ推進課、夜間であればシルバー

人材センターの方が管理をされてますが、今回指定管理者を導入することで、現地の方で

カギの開け閉め、グラウンドであったり体育館であったり管理していただくことになりま

す。 

（委員） 

 常時管理者がいらっしゃるいうことですね。はい、わかりました。 

（委員） 

 今現在、どういったところが業務として請け負っているのかいくつか例を挙げてもらい

たい。 

（生涯学習課） 

 体育施設であれば、勤労者体育センター、弓道場が玉名市自治振興公社の方に指定管理

という形で管理していただいております。そのほか武道館が玉名市シルバー人材センター

の方に指定管理者として管理していただいております。それと蛇ヶ谷の方にテニスコート

がありますが、そちらもシルバー人材センターの方に指定管理者という形で管理を行って

いただいております。 

（委員） 

 民間のどの団体でも手を挙げることはできるのでしょうか。 
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（生涯学習課） 

 岱明、横島、天水につきましては、一般の公募という形での選定を行いますので、どな

たでもかまいません。 

（委員） 

休館日はこれ以外にはないんでしょうか。 

（生涯学習課） 

 原則、条例上規定されているのはこの休館日です。後は状況に応じて判断されます。 

（委員） 

 他に休館日というのは設定される可能性はあるのでしょうか。 

（生涯学習課） 

 当然、施設の管理上、メンテナンスとかで急遽貸し出しができなかったり、先日の台風

であったり、貸し出せない状況のときは指定管理者の判断で休館というようなこともある

かと思います。 

（委員） 

 なら、要するにこれと別に定休日はないということですね。毎週月曜とか火曜とか休み

だとか。 

（生涯学習課） 

 横島体育館については、年末年始だけになります。 

（委員）  

 施設内の備品等の破損とかの修理はだれが行うのですか。 

（生涯学習課） 

指定管理者の方に修繕費とか施設の備品とかの予算につきましては計上しております。 

（会長） 

 地域が使いやすく、また、便利がよくて、安全安心で地域がよりよくなっていくよう市

としても指導をしてもらいたい。 

（生涯学習課） 

 指定管理者の方と協議をしながらよりよい方向へと思っております。 

（委員） 

 横島体育館なんですが、毎年２月末にいちごマラソン大会があって、大会の少し前から

大会後ワックスをかけたりして使えない期間がありましたが、今後はそういうことはない

のでしょうか。 

（生涯学習課） 

 予約で押さえていきますので、仮にいちごマラソン大会で押さえてあれば使えないこと

になります。 

（会長） 

 今までいちごマラソン大会で押さえてあった期間はどれくらいなのですか。 
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（生涯学習課） 

 以前は１週間程押さえていたみたいですが、今年度からやり方をかえられて３日間くら

いで押さえています。今後も３日間程度でできるのでは。 

（会長） 

 なるべく短期間で行ってもらって、みんなが使いやすくしてもらいたい。 

（生涯学習課） 

 指定管理者も柔軟に対応をされると期待しております。 

（会長） 

 他にご意見がなければ、生涯学習課からの説明のとおりで答申をということでよろしい

でしょうか。 

（委員） 

 はい。 

（会長） 

 つづきまして議題２玉名市横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」指定管理者制度導

入方針（案）について説明をお願いします。 

（保健予防課） 

 

  ※ 議題２ 説明省略 

 

（会長） 

ありがとうございました。ただいま議題２について担当課の方から説明がありましたが、

これも諮問事項となっておりますので、皆様方からご意見をいただきたいと思います。 

（委員） 

今現在、社会福祉協議会がされてますが、社会福祉協議会も指定管理者として手を挙げ

ることは可能でしょうか。 

（保健予防課） 

 先程体育施設の方は公募をするとのことでしたが、ゆとりーむにつきましては社会福祉

協議会を指名した形でお願いしたいと思っております。 

（会長） 

 いままでと運営上なんら変わらないということですね。 

（保健予防課） 

 そういうことになります。 

（委員） 

 ゆとりーむの年間経費はどのくらいあるのでしょうか。 

（保健予防課） 

 指定管理者が平成２５年度から採用されてますが、平成２５年度が収入が約５千６百万、
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支出が約５千５百、平成２６年度は消費税増税も影響しておりまして、支出が約５千９百

万、人件費等含めた支出になります。 

（委員） 

 前回の契約期間は３年間であったのに今回はなぜ４年間なのですか。 

（保健予防課） 

 通常、指定管理者を導入される場合は３年なんですが、３年間行って事業の内容が軌道

に乗り始めたりとかいうのもあり、先程決算の状況も申し上げましたけども平成２５年度

は百万程の黒字だったですが、平成２６年度は消費税の影響もありまして、２百万程の赤

字でした。基本最初に経費を決めてしまった場合に原則はその通りに協定期間はいきます

ので、なかなか途中の見直しができないということで平成２５年度、平成２６年度の実績

に黒字、赤字とばらつきがあったものですから一気に５年間と延ばさずに今回４年間とい

うことです。 

（委員） 

 最終的には、約４千万で計画的としては黒字になるということですね。今現状の実績か

らいけば。 

（保健予防課） 

 後はできるだけ経費を抑えた形で黒字を目指していただきたいと思います。 

（会長） 

 それでは他になければ保健予防課からの説明のとおり答申ということでよろしいでしょ

うか。 

（委員） 

 はい。 

（会長） 

 議題３その他ですが皆様方からかありますでしょうか。ないようですので副会長に閉会

をお願いします。 

（副会長） 

以上をもちまして平成２７年度第２回横島地域協議会を閉会します。おつかれさまでし

た。 

12 会議録作成者 

  玉名市横島支所 市民生活課 棚木 

13 会議録署名人署名欄 

  

14 問い合わせ先 

  玉名市横島支所市民生活課 ℡：0968-84-3111 


